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2011年、東日本大震災発生とともに、

東京電力福島第一原子力発電所事故が起きました。

その深刻な事故による放射能の被害を受け、

国と東京電力を相手に

裁判を競ける原告のみなさんを応援し、

公正な裁判を支えましょう。

【裁判の概要】

この裁判は原発事故によって福島から首都圏に避難

せざるをえなかった人たちが、2013年3月11日、国と

東京電力の責任を追及するために起こしたものです。

第3次提訴以降は避難者だけではなく、避難こそし

なかったものの、事故前とはふるさとでの暮らしのあり

方を大きくゆがめられてしまった被害地域住民（福島

県田村市、福島県中通り、栃木県北地域）も訴訟に参

加し、原告は312名（4次訴訟まで）となっています。

国と東京電力は　一体となって原子力発電事業を

推進し，住民の安全よりも経済的利益追求を優先した

結果，福島原発事故を発生させるに至りました。

福島原発事故から7年が経過した今でも，十分な

賠償は実現されておらず、特に、避難区域外に住ん

でいた人たちは、事実上、カヤの外に置かれています。

【原告の意見陳述より抜粋】

低線量であっても放射線の被ばくの人体に対する影

響は否足しがたく、避難区域の内外を問わず、被ばく

を避けるために避難することは必要かつ合理的な行動

です。また、被害地域住民にとっては、放射性物質

によって汚染されてしまった自宅や地域での暮らしの

原状回復・生活再建に見合う十分な賠償が必要です。

今年3月の1・2次訴訟の判決で東京地裁は、国と

東京電力の責任を醜罪し、原告47人中42人に対す

る賠償の支払いを命じ、原告が勝訴しました（現在、

賠償の増額を求め、東京高等裁判所に控訴中）。

この裁判を通じで原発事故による被害の実相を明

らかにし，国と東京電力の加害責任を前提とした完全

賠償を実現することを目指しています。

⊃「私たちば私たち夫婦の故郷である、自然が豊か

な〈いわき〉でずっと家族そろって生活していくものだ

と考えていました。しかし、原発事故によって、夫がい

わき市に残り、私と子どもたちだけが東京で暮らすよ

うになり、家族はバラバラ、いわき市での幸せな生活

がすべて壊されてしまいました。」

★「いまは二重生活での避難か、放射能のリスクを

覚悟して福島で家族そろって生活するかのどちらかを

選ぶしかありません。放射能の影響をできるだけ避け

るために避難を選んだことば母親として当然の選択

だったと思っています。」

曾「東電や国はまず被害者に対してきちんと謝罪

をし、その上で私だぢが家族で一緒に安心して住める

場所を取り戻せるように、きちんとした賠償をすると

いう形で責任を取ってもらいたいと思います。」

ll・「僕、父・母と弗はもちろん、避難者は皆、原発事
故が起きてから生活、人生全てを変えさせられてしま

いました。誰も望んだ事ではありません。避難者は皆

同じです。東京電力と国はその責任をちゃんと取って

欲しいと思います。裁判所は僕たち子どもたち、そ

して全ての避難者の声に耳を傾けてください。」


